
平成２５年８月教育委員会会議の要旨 

 

 

１ 日  時  

  平成２５年８月２７日（火） 

    開会 １４時    閉会１６時０６分 

 

２ 場  所 

  教育庁教育委員会室 

 

３ 出席委員 

  委員長              村上 智真 

  委員長職務代理者         稲野 靖枝 

  委員長職務代理者         山縣 俊郎 

委員               岡野 芳子 

  委員（教育長）          田邉 恒美 

 

４ 欠席委員 

  委員               中田 範夫 

 

５ 出 席 者 

  教育次長             上野 清 

  教育次長             竹本 芳朗 

  審議監              小西 哲也 

  審議監              河村 行則 

  教育政策課長           河村 邦彦 

  教職員課長            廣川 晋 

  義務教育課長           清時 崇文 

  高校教育課長           岩本 龍治 

  特別支援教育推進室次長      石本 正之 

  社会教育・文化財課長       藤村 恭久 

  世界ｽｶｳﾄｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ開催支援室次長  河村 祐一 

  人権教育課長           尾﨑 敬子 

  学校安全・体育課長        栗林 正和 

  教育政策課企画監         濵井 昭巳 

  やまぐち総合教育支援センター次長 十河 悟 

 

 

 

 



 

 

議案第１号『山口県教育委員会表彰規則による表彰について（報告承認）』 

 

 【概要】 

  山口県立光丘高等学校教諭 檜垣
ひ が き

 正彦
まさひこ

及び宇部市立上宇部中学校教諭 堀田
ほ り た

 

真理
ま り

に対して、教育長が臨時に代理して永年精勤として表彰したことを報告し、承認さ

れた。 

 

 

 

 ◆『平成２５年７月２８日大雨による被害状況等』について、報告された。 
 
【概要】 

平成２５年７月２８日の大雨による学校施設、社会教育施設等の被害状況及び復旧に

向けた取組等について報告したもの 

 

平成２５年７月２８日大雨による被害状況等について 

１ 被害状況 

（１）人的被害 

   なし 

（２）施設被害                         （単位：千円） 

 

 種   別 箇所数 被 害 額   主 な 被 災 箇 所 被害額 

学 校 施 設    ６  367,586  

 小  学  校     ４  356,460 嘉年小学校【山口市】              15,300 

・校舎、体育館床上浸水、汚泥堆積、設備破損 等 

多磨小学校【萩市】                 8,000 

・学校通路法面崩落 

小川小学校【萩市】               147,100 

・校舎、体育館床上浸水、汚泥堆積、設備破損 等 

育英小学校【萩市】               186,060 

・校舎、体育館床上浸水、汚泥堆積、設備破損 等 

高等学校     １      126 山口中央高等学校                     126 

・校舎屋根損傷 

共同利用施設     １   11,000 須佐田万川学校給食調理場【萩市】  11,000 

・調理場床上浸水、配送車破損、外構陥没 等 

そ の 他 施 設     ６  341,636  

 

 

 

社会教育施設 

    ６  341,636 小川公民館【萩市】               225,970 

・建物基礎部破損、床上浸水 

須佐歴史民俗資料館【萩市】        77,660 

・床上浸水（本館・別館） 

計  １２ 709,222  

 議 案 

 報 告 事 項 



 ［学校施設の復旧に向けた取組］ 

  ○ 国の現地調査を待たずに復旧工事に着手することができるよう、事前着工届を文   

部科学省に提出後、復旧工事に着工済 

  ○ ９月上旬の文部科学省ヒアリング、１０月上旬の国（文部科学省・財務省）の現   

地調査を経て、国庫補助事業として採択予定 

 ［社会教育施設の復旧に向けた取組］ 

  ○ 萩市において施設の被災状況を確認後、応急復旧工事に着工済 

  ○ 今後、復旧工事の施工内容等を検討し、本格復旧工事に着手予定 

 

（３）交通関係 

   山陰本線及び山口線の不通区間発生に伴う通学への影響 

 ［山陰本線］ 

  ○  長門市駅～奈古駅間ＪＲ運行再開、奈古駅～益田駅間代行バス運行開始により不   

通区間は解消 

 ［山 口 線］ 

     ○ 宮野駅～地福駅間ＪＲ運行再開、地福駅～益田駅間代行バス運行開始により不通   

区間は解消 

 

２ 避難者搬送 

    十種ヶ峰青少年自然の家における対応等 

（１）孤立の状況等 

   県道の土砂崩れ等により、施設利用者及び隣接する山口市のオートキャンプ場利用  

者が孤立（２０４名） 

（２）対 応 

   災害発生の翌日早朝から、自衛隊のヘリコプター２機により孤立者を近隣の阿東東  

中学校に、全員無事に搬送（延べ２７回） 

（３）搬送者のその後の状況 

   体の不調等を訴える者なし 

（４）施設の状況等 

   県道は８月１５日に通行止めが解除されたが、水道等の設備に破損等があり、現在、  

早期復旧に向け修理作業等を実施中。安全を確認後、９月末を目途に施設を再開予定 

 

３ 被災支援 

（１）県教委事務局等の教職員派遣 

   萩市教育委員会からの要請に基づき、萩市立小川小学校へ教職員を派遣 

 ［支援内容等］ 

   校舎内の汚泥の除去及び清掃、校舎周辺の汚泥・漂流物等の除去及び清掃 等 

 ［派遣職員数］ 

   ７月３１日（水） 県教育委員会事務局職員 ２３名 

   ８月 １日（木） 県教育委員会事務局職員及び萩市内県立学校教職員 ２３名 

 

 



（２）災害救助法適用に伴う学用品の給与 

   山口市、萩市及び阿武町に所在する住家の全壊・半壊・床上浸水等により学用品を  

喪失・損傷し就学に支障のある児童・生徒に教科書や文房具等を給与 

（３）県立高等学校等授業料の減免 

   住家が全壊・半壊・床上浸水したと認められる者について、授業料を減免する旨を  

周知 

（４）緊急奨学生の募集 

   住家が全壊・半壊・床上浸水等の被害を受けた者を対象に(公財)山口県ひとづくり  

財団の緊急奨学生制度を周知   

 

〇萩市立小川小学校被災状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            正面玄関付近                 グラウンド周辺 

 

 

【 質 疑 】 

○稲 野 委 員：被害を受けた小学校の校舎は新学期からは使える状況になっているの

か。 

 ●教育政策課長：何とか新学期には間に合わせるよう、現在、一生懸命復旧に努めてい

るところである。 

 〇村上委員長：まもなく２学期が始まるが、水害による家庭の被害等の事情で登校等

に支障がある生徒がいるか。 

 ●教育政策課長：小中学校、県立学校で合計１５１名の児童生徒が被災されている。 

         この中で、教科書や学用品等を喪失したということがあれば、災害救

助法の適用により、給付が受けられることとなっており、現時点で７

名に対応しているところである。 

 

【 主な意見 】 

 〇岡 野 委 員：萩市在住者としてお礼を一言。小学校の復旧には、多くの先生が子ど

も達のためにボランティアで参加されたと伺っている。とてもありが

たく、感謝している。 

         また、日本ジャンボリーに参加していたスカウト達も復旧作業のお手

伝いをされたと聞いた。スケジュールにはない行動だったそうだが、

スカウトの皆さんにも感謝したい。 



◆『平成２６年度(2014年度)山口県公立学校教員採用候補者選考試験における試験問題の

誤りについて』について、報告された。 

 【概要】 

  平成２５年７月２０日（土）に実施された平成２６年度(2014年度)山口県公立学校教

員採用候補者選考試験において、４教科（科目）の出題に誤りがあり、その対応につ

いて報告したもの。 

 

平成 26年度(2014年度)山口県公立学校教員採用候補者選考試験（第一次試験） 

における教科専門試験問題の誤りについて 

 

１ 該当試験実施日時・会場 

  日時：７月２０日（土）１４：３０～１６：００ 

  会場：山口高等学校、山口中央高等学校、國學院大學たまプラーザキャンパス 

 

２ 該当試験教科（科目）等及び誤りの内容 

 (1) 試験問題の内容に関わる誤り（別紙参照） 

① 高等学校 「公民(政治・経済)」（受験者１４名） 

 問題番号 第３問（５） 

・［地域経済統合の代表的な動きであるＥＵについての理解をみる問題］にお

いて、参考として示した「資料１」の一部に誤りがあった。 

  ② 高等学校 「理科（生物）」（受験者２０名） 

 問題番号 第４問（１）エ 

    ・［遺伝暗号表を利用し、アミノ酸配列を決定する問題］において、参考とし

て示した「表１」の一部に誤りがあった。 

  ③ 高等学校 「農業(農芸化学・食品系）」（受験者７名） 

問題番号 第 10 問（１）エ 

    ・［食品製造等に用いられる細菌の種類を問う問題］において、問題文の一部

に誤りがあった。 

 (2) 表記の誤り 

① 高等学校 「国語」 

  ・問題番号の誤植及び不必要な文字の記載 

 

３ 経緯 

７月２０日（土）に受験者からの指摘で問題の誤りが１件判明したことを受け、す

べての試験問題について、改めて確認作業を行い判明した。 

 

４ 対応 

・ 試験問題の内容に関わる誤りについては、受験者全員を正答とし、受験者に電話

により説明の上、謝罪を行った。また、合否を通知する文書に謝罪文を同封した。 

・ 今後、検証委員会を設置し、今回の誤りの原因について精査した上で、再発防止

に向けて全力で取り組む。 

 

 



 

 

１ 該当試験  教科専門 高等学校 公民（政治・経済） 

 

２ 該当問題  第３問 資料１ 

 

【誤】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［誤りの内容］ 

  資料１内のえの位置が、正しくは 1995 年から 2000 年の間であるべきところが、

1990年から 1995年の間を指しており、正答がない問題となっていた。 

 

３ 対応 

  資料１内のえに関する問いである３ (5) については全員正答とした。 

   ※ 配点２点／２００点満点中 
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(1) あてはまる職業を次資料

の ～ からそれぞれ選び、記号で答え１ ３

よ。

生産・運輸関係１

販売・サービス関係２

農林漁業関係３

(2) 時期の出来事について、資料１

以下のア、イの各問いに答えよ。

ア 1960年に国民所得倍増計画を発表

した内閣総理大臣は誰か答えよ。

イ 1964年に日本は、ＩＭＦ14条国か

らＩＭＦ８条国へと移行した。ＩＭＦ

14条国とＩＭＦ８条国との違いを簡

潔に説明せよ。

(3) 時期に起こった第１次資料１

石油危機により、日本は狂乱物価と呼

ばれる激しい物価の上昇が起こるとと

(％)

）（年

（ ）総務省統計局資料により作成

い う え

事務・技術・管理関係

あ

Ａ

Ｂ

Ｃ
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(1) あてはまる職業を次資料

の ～ からそれぞれ選び、記号で答え１ ３

よ。

生産・運輸関係１

販売・サービス関係２

農林漁業関係３

(2) 時期の出来事について、資料１

以下のア、イの各問いに答えよ。

ア 1960年に国民所得倍増計画を発表

した内閣総理大臣は誰か答えよ。

イ 1964年に日本は、ＩＭＦ14条国か

らＩＭＦ８条国へと移行した。ＩＭＦ

14条国とＩＭＦ８条国との違いを簡

潔に説明せよ。

(3) 時期に起こった第１次資料１

石油危機により、日本は狂乱物価と呼

ばれる激しい物価の上昇が起こるとと

もに、景気の停滞にも見舞われた。こ

(％)

）（年

（ ）総務省統計局資料により作成

い う え

事務・技術・管理関係

あ

Ａ

Ｂ

Ｃ

別紙１ 



 

 

１ 該当試験  教科専門 高等学校 理科（生物） 

 

２ 該当問題  第４問 (1) 表１ 

 

【誤】                 【誤】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正】                 【正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［誤りの内容］ 

  表１内の表記について、本来「開始」となっているべきところが「終止」、「終止」

となっているべきところの表記がなかった。 

 

３ 対応 

  表１内の該当部分が関係する問いである４ (1) エ については、全員を正答とした。 

   ※ 配点６点／２００点満点中 

 

1番目 
の塩基 

2番目の塩基  1番目 
の塩基 

2番目の塩基 

Ｕ  Ａ 

Ａ 

ＡＵＵ 

イソロイシン（Ｉ） 

 

Ｕ 

ＵＡＵ 

チロシン（Ｙ） 
ＡＵＣ  ＵＡＣ 

ＡＵＡ  ＵＡＡ 

ＡＵＧ メチオニン（Ｍ）・終止  ＵＡＧ 

1番目 
の塩基 

2番目の塩基  1番目 
の塩基 

2番目の塩基 

Ｕ  Ａ 

Ａ 

ＡＵＵ 

イソロイシン（Ｉ） 

 

Ｕ 

ＵＡＵ 
チロシン（Ｙ） 

ＡＵＣ  ＵＡＣ 

ＡＵＡ  ＵＡＡ 
終止 

ＡＵＧ メチオニン（Ｍ）・開始  ＵＡＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 



 

 

 

１ 該当試験  教科専門 高等学校 農業（農芸化学・食品系） 

 

２ 該当問題  第１０問 (1) エ 

 

 

【誤】 

(1) 次のア～オの説明に該当する細菌を下の語群から選び、記号で答えよ。 

 エ 芽胞形成グラム陰性菌で、強力なアミラーゼ及びプロテアーゼを分泌す

る。 

 

 

【正】 

(1) 次のア～オの説明に該当する細菌を下の語群から選び、記号で答えよ。 

 エ 芽胞形成グラム陽性菌で、強力なアミラーゼ及びプロテアーゼを分泌す

る。 

 

 ［誤りの内容］ 

  本来「芽胞形成グラム陽性菌」となっているべきところが「芽胞形成グラム陰性菌」

となっており、正答がない問題となっていた。 

 

３ 対応 

  問い１０(1)エについては、全員正答とした。 

   ※ 配点１点／２００点満点中 

 

【 質 疑 】 

〇稲 野 委 員：問題のチェックはどのような形で行っているのか。 

 ●教職員課長：問題を作成する者と作成には関わらず点検する者を置いて、二重確認

を行っている。ただし、機密保持の観点から、人数は大人数ではない

ことから、正確さの部分で課題が出たものと認識している。 

 〇稲 野 委 員：問題を作成する過程で、どこで間違いが起こったかは把握しているの

か。 

 ●教職員課長：問題の作成とチェックを繰り返す段階で、きちんと修正されず、チェ

ックが漏れてしまったことが原因である。 

 

【 主な意見 】 

 〇岡 野 委 員：７月の教育委員会会議でも申し上げたが、こうしたことは起こっては

いけないこと。 

         謝罪をすれば良いという問題ではないので、もう一度、問題作成過程

からきちんと検証できる体制づくりに取り組んで、山口県教育委員会

は問題が起こったらすぐに対応が出来る素晴らしい組織だと言われる

ようにしていただきたい。 

別紙３ 



 

 
 

◆特別支援教育の理解促進に向けた取組について 
 

【概要】 

 

１ 理解促進の必要性 

 障害のある幼児児童生徒が地域の中で自立し社会参加するために、 

 ○一人ひとりの障害の状態等に応じた適切な指導や必要な支援を行うことが重要 

 ○障害のある幼児児童生徒の保護者が特別支援教育への理解を深めることが必要 

 ○障害のない幼児児童生徒の保護者や地域の人々等の周囲の理解と協力が不可欠 

 

 周囲の人々の理解と支援は、障害のある幼児児童生徒の成長・発達に大きな影響を与
えることから、教職員、保護者、地域の人々、幼児児童生徒に対する理解促進に向けた
取組を計画的、継続的に進めることが必要 

【幼児期】 ・保護者が子どもの障害を受容できるようにするために 

      ・子どもの将来について過度の不安を軽減するために 

      ・保護者も子どももマイナスの評価を受けないようにするために 

      ・障害による困難に早期に気づき、連携して支援していけるように 

【学齢期】 ・発達の段階に応じた支援により順調な成長を促すために 

      ・継続的で一貫性のある支援や配慮により二次的な障害を防ぐために 

      ・家庭・地域・学校が連携し、社会性を身に付けることができるように 

【青年期】 ・障害特性を生かした就労のために 

      ・就職後も安心・安定して働くことができるように 

      ・安全で安心な社会生活を営み、人生を充実させるために 

 

２ 国の動向                          ＜参考資料１＞ 
 「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推

進（報告）」（H24.7.23 中央教育審議会初等中等教育分科会) 

 障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限りともに学ぶインクルーシブ教育
システムを構築していくうえで、特別支援教育にかかる理解促進は重要 

 ○学習指導要領に位置付けられている「交流及び共同学習」についての理解啓発 

 ○一貫した適切な支援のための「個別の教育支援計画」を活用する意義の理解啓発 

 ○合理的配慮の一つの観点として「幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発」 

 

３ 県の理解促進に向けた取組 
（１）山口県特別支援教育ビジョン第２期実行計画における位置付け 

【特別支援教育センターを中核とした相談支援の充実】 
  特別支援教育センターでは、（中略）保護者や地域の方々を対象とするフォーラム、 

 研修会の開催など、特別支援教育の理解啓発に積極的に取り組みます。 

【情報ネットワークの構築による理解啓発の推進】 
  保護者や地域の方々の特別支援教育への理解啓発を図るため、ふれあい教育センタ
ーを中心とした県内の総合支援学校間の情報ネットワークの構築を図ります。 

  保護者は養育や就学に関する情報を、（中略）地域や広く県民の方々が、本県の特

別支援教育に関する情報等を、（中略）いつでも、どこからでも必要に応じて入手で
きる環境の整備を進めます。 

 

 意 見 交 換 



（２）山口県特別支援教育ビジョン第２期実行計画に基づく取組 
＜現在の取組の概要＞                      ※◎は主な対象 

取組の内容／対象 教職員 保護者 

地域 幼児 

児童 

生徒 
関 係 

機関等 
企業等 

地域の 

人 々 

①山口県特別支援教育フォーラム ◎ ◎ ○  ○  

②総合支援学校の取組 
ア 地域研修会 ◎ ○ ◎    

イ 授業公開 ○ ◎ ○ ◎ ○  

③市町、学校が行う研修会への支援  ◎   ○  

④Ｗｅｂページによる情報発信 ○ ○ ○ ○ ○  

⑤研修テキストの配布と活用 ◎  ○    

⑥交流及び共同学習の実施 ○ ○    ◎ 

                                  

①山口県特別支援教育フォーラム                ＜参考資料２＞ 
  ○保護者、教員、関係機関職員、一般県民が特別支援教育についてともに考える機会

として、平成２０年度より、年１回、５～６月にセミナーパークにおいて開催 
  ○医師や大学教員による講演、教員や保護者等によるパネルディスカッションを実施 

   ＜これまでのテーマ＞ 
   ・「地域の中で連携し、将来を見通したきめ細かな支援のために」 
   ・「共生社会の実現に向けて－就労支援の取組から－」 

   ＜平成２４年度 参加者の内訳（人）＞ 

幼・保 小学校 中学校 高校 特支 保護者 その他 合 計 

４８ １０４ ２５ １４ ２８ ２９ ９１ ３３９ 

   ※保護者は全体の８．６％ 

   ※「その他」の内訳（児童クラブ：５６、行政機関：１３、保健・福祉：９、一般県民：６、民生児童委員：７） 

 
②総合支援学校の取組 
  ア 地域研修会 
   ・全総合支援学校で地域の教職員、関係機関職員、保護者対象の研修会を実施 
   ＜平成２４年度 主な研修内容＞ 
   ・特別支援教育の動向    ・校内体制づくり  ・個別の教育支援計画の作成 
   ・障害のある生徒の進路指導 ・支援機器等の活用 ・障害のある方の生活と福祉 
   ・障害の理解（発達障害、自閉症、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由）と支援 
   ＜平成２４年度 参加者の内訳（人）＞ 
   ・参加者総数（概数）３，３８０人 ※このうち保護者は１５５人（全体の４．６%） 
  イ 授業公開等 
   ・全総合支援学校で授業公開日・週間を設定 
   ・学校行事に地域住民やボランティアが参画 
   ・現場実習時や企業訪問の際に、生徒の障害特性を踏まえた対応方法について紹介 
   ・産業科を設置する総合支援学校では、企業等の参画を得た授業公開を実施 
                                ＜参考資料３＞ 
③市町、学校等が行う研修会への支援 
  ○市町・学校が実施する、子育て、障害のある子どもの就学、発達障害等の基礎的理

解等についての保護者対象の研修会への協力 
  ○家庭教育アドバイザー、地域協育ネットのコーディネーター等対象の研修会への協

力 

   ＜平成２４年度 地域コーディネーター等の派遣状況＞ 
  ・派遣回数：３６回 

  ・主な内容：気になる子どもの理解と支援、発達障害のある子どもへの具体的な支援 

        子どもを伸ばすかかわり方、就学指導や進路指導、子育ての悩み相談 
 



④Ｗｅｂページによる情報発信 
 ○全総合支援学校のＷｅｂページにおいて、センター的機能や教育相談等について周知 

 ○特別支援教育推進室のＷｅｂページに、各学校のトップページや研修会情報のページ
へのリンクを設定 

 ○学校によっては各学部の教育内容、学校便りやＰＴＡ通信、地域の相談機関等を紹介 

  
⑤研修テキストの配布と活用 
 ○発達障害等についての基礎的な理解、校内体制の工夫、授業における指導・支援の実

践、校内研修充実のためのテキストを全教職員に配布 
 ○全校種の校内コーディネーターが出席する研修会を経て、各学校が研修テキスト等を

使った校内研修を実施 
 
⑥交流及び共同学習の実施 
 ○幼 稚園：障害のある幼児と障害のない幼児の集団活動の中で触れ合い 
 ○小・中学校：特別支援学級の児童生徒と通常の学級の児童生徒の授業や学校行事を 
          通した相互理解 
 ○高 等学校：福祉学習や行事において障害のある生徒との交流やボランティア、 
         福祉や農業に関する学科と総合支援学校高等部の交流 
 ○総合支援学校：全総合支援学校において近隣の学校や児童生徒の居住地の学校との交 
         流活動を実施 
  ＜平成２４年度 総合支援学校の交流及び共同学習の実施状況＞ ＜参考資料４＞ 
  ・全総合支援学校において学校間交流及び居住地校交流を実施 
  ・約１３０人の児童生徒が居住地校交流を実施 
 

４ 課題 
 
○実践的な研修による、教員の基本的理解に基づく指導・支援の一層の充実が必要であ

る。 
○フォーラム等への保護者の参加を一層促進していく必要がある。 

○理解の促進を、全保護者、地域の人々、全幼児児童生徒、企業等に広げる必要がある。 

○理解を促進したい内容や時期、対象等を踏まえた効果的な取組を進める必要がある。 
○身近な地域で特別支援教育について学ぶことのできる機会が必要である。 
 
 全教職員の基本的理解の一層の促進とともに、保護者、地域の人々、幼児児童生徒が
特別支援教育の理念やその実際などについて理解を促進するためのプログラム、参考資
料、実践事例等の蓄積と普及を進める。 

 

５ 今後の取組の方向性及び取組内容 
 

○ 山口県教育振興基本計画（仮称）の策定や、山口県特別支援教育ビジョン第２期実
行計画の見直しに当たって、理解促進の取組の方向性を示す。 

○ 県教委、市町教委、各学校等の役割分担・連携のもと、特別支援教育の理念やその
実際などについての理解を促進するため、理解啓発の対象、内容等に応じた取組を進
める。 

 
（１）山口県教育振興基本計画（仮称） 
 外部人材の参画や公開授業の実施等による開かれた学校づくりとともに、相談会や就
学時健診等の様々な機会を通じた保護者の理解啓発、地域フォーラムや研修会等による
地域の理解促進など、家庭・地域・学校が連携し、障害のある幼児児童生徒を支援でき
るよう、取組を進めます。 

 



（２）山口県特別支援教育ビジョン第２期実行計画の見直し 

【見直しの視点】 
○地域における自立・社会参加をめざした交流及び共同学習の推進や地域の理解促進 
 現在開催している特別支援教育フォーラムの拡充とともに、市町教委や特別支援教育
センター等とも連携しながら各地域で特別支援教育研修会を開催することなどを盛り
込む。 

 
（３）取組の充実に向けて 
【どのような内容を】              【どのようにして】 

 
 

【どこが】【だれに】 

実施 

主体 

主な対象 

教職員等 保護者 地域 幼児児童生徒 

県 

教 

委 

○管理職研修会の 

 内容に、理解啓発 

 の意義や進め方 

 等を追加 

○校内コーディネ 

 ーターガイドブ 

 ック（仮称）に、 

 保護者、地域の理 

 解促進のための 

 活動例を掲載 

○特別支援教育フォーラムの充実 

・内容や方法の見直しと開催地域の拡充 

○総合支援学校等と連携したＷｅｂページの充実 

・特別支援教育の理念と動向、地域の相談機関等 

・障害特性に応じた指導や支援の方法 

 （視・聴・知・肢・病、自閉症、発達障害） 

○関係部局、関係機関等と連携した取組 

・発達障害理解促進セミナー、ペアレントメンター

養成研修のノウハウの提供 

・「サポートファイルやまぐち」の理解啓発 

○交流及び共同学習 

 の事例の蓄積と提 

 供 

○高校生対象のサポ 

 ートプログラムの 

 作成と普及 

市 

町 

教 

委 

○管理職研修会の 

 充実 

○校内コーディネ 

 ーター、支援員等 

 対象の研修会の 

 実施 

○乳幼児健康診査（１歳６か月、３歳）、就学時健診、 

 ５歳児発達相談等の機会の活用 

○人権教育研修会、子育て講演会等の機会の活用 

 

各 

学 

校 

○研修資料の一層 

 の活用 

○インクルーシブ 

 教育システムや 

 合理的配慮等に 

 ついての研修 

○ＰＴＡ総会・保護者会等の 

 機会の活用 

○学校便り等の活用 

○ＰＴＡ研修会の機会の活用 

○地域懇談会等の機会の活用 

○地域協育ネット等 

 の活動プログラム 

 に特別支援教育の 

 研修や障害のある 

 子どもとの交流活 

 動を設定 

○交流及び共同学習 

 の推進 

○授業や行事等を通 

 した障害者理解の 

 促進 

○特別支援教育の理念 

・特別支援教育の意義と重要性 

・インクルーシブ教育システムの構築 

○障害の特性と支援の在り方 

・発達障害、自閉症・情緒障害等の特性 

・特性を踏まえた基本的な支援や配慮 

○特別支援教育の体制 

・各センターによる相談支援 

・総合支援学校における教育 

・個別の教育支援計画・指導計画 

・合理的配慮、交流及び共同学習 

  ○方法の工夫 

 ・リーフレット、研修資料等 

 ・講演、講義等 

 ・パネルディスカッション等 

 ・ワークショップ 

 ・授業参観、座談会、懇談会等 

 ○講師等の工夫 

 ・学識経験者 

 ・保護者や教育実践者 

 ・支援者や障害者の雇用者 

 ・障害のある方（当事者） 

 理解を深めたい
内容、理解を促進
したい対象等に応
じた効果的な取組
となるよう、組合せ
を考える。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜参考資料４＞ 

総合支援学校における交流及び共同学習について 

 

１ 交流及び共同学習の意義 

○ 交流及び共同学習は、特別支援学校や特別支援学級に在籍する障害のある児童生徒
等にとっても、障害のない児童生徒等にとっても、共生社会の形成に向けて、経験を
広め、社会性を養い、豊かな人間性を育てる上で、大きな意義を有するとともに、多
様性を尊重する心を育むことができる。 

○ 交流及び共同学習、相互の触れ合いを通じて豊かな人間性をはぐくむことを目的と
する交流の側面と、教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面がある。 

 

２ 交流及び共同学習の形態 

学 校 間 交 流 特別支援学校と小・中・高等学校等との交流 

居住地校交流 特別支援学校に通う児童生徒が居住する地域の小・中学校との交流 

地 域 交 流 特別支援学校のある地域の人々との交流 

居 住 地 交 流 特別支援学校に通う児童生徒が居住する地域の団体や住民等との交流 

 

３ 平成２４年度の実施状況 
 ○全ての総合支援学校が学校間交流を実施 

 ○居住地校交流を実施している総合支援学校幼児児童生徒 １３１人 

 

４ 特色のある取組 
 ○保護者に児童の紹介の手紙を依頼し、事前に交流相手校の学級で紹介 

 ○ビデオレターや自己紹介カードを通した事前の自己紹介 

 ○総合支援学校教員による交流相手校での手話指導 

 ○交流通信を発行し、地域へも回覧 

 ○感謝の意を伝えるためのカードの交換 

 ○文化祭への交流相手校生徒のボランティア参加 

 ○交流相手校主催の全校音楽会への参加 

 ○クイズ等を取り入れた学校紹介や学校見学等、特別支援教育や総合支援学校を理解 

  する場の設定 

 ○手話で直接コミュニケーションをする場の設定及び聴覚障害についての学習 

 ○集会活動で地域の方々とのふれあいの機会の提供 

 ○自治会や敬老会等との交流の場の設定 

 ○市内の特別支援学級との交流会に参加 

 ○交流相手校の夏休み作品展、地域の郵便局や公民館での作品展示への出品 

 

５ 効果 
 ○保護者が自分の子どもの様子を理解する機会になっている。 

 ○交流相手校の児童の学年が進むにつれ、意識が高まってきている。 

 ○継続的取組により、手をつなぐ、声をかけあう、車いすを押すなど、自然なかかわ 

  り合いができている。 

 ○継続的な実施により、交流相手の児童も本校児童の名前や顔を覚えてくれ、対面の 

  時に優しく声をかけてくれる姿が見られる。 

 ○同じ地域内の学校であるので、小学部時代に交流した生徒と中学部でも交流するこ 

  とができ、相互理解や地域の一員としての連帯感が育っている。 

 

 



【 質 疑 】 

〇稲 野 委 員：特別支援教育に携わる教員は、教員養成課程である程度の基礎を習得

した教員が良い。それと併せて、スクールカウンセラーの質の向上も

必要。 

 ●特別支援教育推進室次長：総合支援学校に勤務する教員の専門性は重要だと認識している。 

         小・中学校から総合支援学校に異動する教員に対しては、３年間、新

着任者用研修プログラムを実施し、障害や特別支援教育について基礎

的知識の習得と実践的指導力の向上に努めているところである。 

 〇岡 野 委 員：地域コーディネーターとはどのような人たちで、何を担っているのか。 

 ●特別支援教育推進室次長：地域コーディネーターは小・中学校に１７名、総合支援学校に３３名、

合計５０名配置している。 

         主に、特別支援教育の長期研修を受けた方や長年、特別支援教育に実

践的に関わってきた方にお願いしている。 

         業務としては、小・中学校を巡回訪問し、保護者や担任から教育相談

を受けたり、生徒指導・学習指導について先生方に助言を行ったりし

ている。 

 

【 主な意見 】 

 〇稲 野 委 員：一度、原点に立ち戻って、特別支援学校の対象者、障害種別、特別支

援学校が行う教育の内容等、基本的な部分を共通理解していないと上

手く教育の推進に繋がらない。 

 〇稲 野 委 員：児童・生徒の障害状況に応じて、多様な学びの場の設定や教育・指導

の対応など、障害のある子どもが、その障害があることで不利益を被

らないよう、県独自の柔軟な対応システムを作っていくことが大事。 

 〇山 縣 委 員：特別支援教育は障害のある者への教育であると同時に、障害のない者

への心の教育でもある。障害のある児童・生徒と障害のない児童・生

徒の交流、共同学習はどんどん進めていただきたい。 

 〇山 縣 委 員：ともに生きていく社会をつくるためには、色々なふれあいを通じて心

の垣根を取り払わないといけない。そのために、社会との様々な接点

をつくることが必要。 

 〇稲 野 委 員：総合支援学校の高等部の入学者が膨れあがっているが、義務教育修了

後の受入れの整備の問題がある。 

         例えば高機能自閉症の子どもだと、能力的には高等学校に通えるが、

対人関係が上手くいかない等の問題で、総合支援学校に通う子もいる。

こうした子は、例えば別に受け入れる場所をつくるような取組も考え

られる。 

         山口県は、先進的な取組をしている県だと思っているので、是非、色

々と考えていただきたい。 

 〇田邉教育長：山口県では、平成２０年から盲・聾・養護学校を原則５障害を対象と

する総合支援学校に移行するなどして、特別支援教育の充実に取り組

んできたところ。 

本日、様々な観点から御意見をいただいたので、このことを踏まえな

がら教員の専門性の確保をはじめ、特別支援教育の理解促進に向けて、

取り組んでまいりたい。 


